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一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

げ
る
規
定
の
施
行
期
日
は
、
平

一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十

山
口
県
規
則
第
百
五
十
号

一
般
職
の
任
期
付
研
究

関
す
る
条
例
の
一
部
を

山
口
県
規
則
第
百
四
十
九
号

一
般
職
に
属
す
る
学
校

期
日
を
定
め
る
規
則

一
般
職
に
属
す
る
学
校
職
員

県
条
例
第
百
五
号
）
附
則
第
一

七
日
と
す
る
。

百
四
号
）
附
則
第
一
項
第
一
号

る
。一

般
職
に
属
す
る
学
校
職
員

を
定
め
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十

山
口
県
規
則
第
百
四
十
八
号

一
般
職
の
職
員
の
給
与

め
る
規
則

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関

採
用
等
に
関
す
る
条
例
及
び
一
般

例
（
平
成
十
七
年
山
口
県
条
例
第

成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日
と
す

採
用
等
に
関
す
る
条
例
及
び
一
般

例
の
一
部
の
施
行
期
日
を
定
め
る

七
日

山
口

員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
及
び

改
正
す
る
条
例
の
一
部
の
施
行
期

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一

の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

項
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行

に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
期
日
は
、

の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

す
る
。

七
日

山
口

七
日

山
口

に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る

一

職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関

百
六
号
）
附
則
第
一
項
第
一
号
に

る
。

職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関

規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

県
知
事

二

井

関

成

一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等

日
を
定
め
る
規
則

部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
の
施

改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
七
年
山

期
日
は
、
平
成
十
七
年
十
二
月
二

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日
と

改
正
す
る
条
例
の
一
部
の
施
行
期

県
知
事

二

井

関

成

県
知
事

二

井

関

成

す
る
条
例
の
一
部
の
施
行
期
日
を

条
例
（
平
成
十
七
年
山
口
県
条
例

す掲 すに 行口十 す日 定第

規

則



平成 年 月 日 火曜日

第
「

こ
の
改

山 口

「る
。第

県 報

山
る
。第

改
め第

「

（号 外 ）

山
山

療
セ
ン
タ
ー

三
百
一
条
第
二
号
ロ

の
表
中

山
口
県
部
落
問
題

対
策
審
議
会

部
落
問
題
に
つ
い

事
務

附

則

の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
一
月
七

正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行

救
命
救
急
セ

ン
タ
ー

総
合
周
産
期

母
子
医
療
セ

ン
タ
ー

救
急
医
療
に
関
す
る
こ

周
産
期
医
療
に
関
す
る

二
百
九
十
七
条
第
二
項
の
表
県
立

総
合
周
産
期
母
子
医

部
長

副
部

口
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
四
十

五
十
九
条
の
三
第
一
項
中
「
救
命

る
。

五
十
九
条
の
四
第
一
項
の
表
中

救
命
救
急
セ

ン
タ
ー

救
急
医
療
に
関
す
る
こ

口
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日

口
県
規
則
第
百
五
十
一
号

山
口
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部

て
の
調
査
及
び
審
議
に
関
す
る

人
権
策
室

日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、

す
る
。

と
。

こ
と
。

病
院
の
項
に
次
の
よ
う
に
加
え

長
三
年
山
口
県
規
則
第
十
五
号
）

救
急
セ
ン
タ
ー
」
を
「
救
命
救

総
合
周

と
。

正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

山
口
県
知

を
改
正
す
る
規
則

対
」
を
削
る
。

第
三
百
一
条
第
二
号
ロ

の
表

」
に
改
め

る
。

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

急
セ
ン
タ
ー

産
期
母
子
医
療
セ
ン
タ
ー
」
に

」
を

る
。

事

二

井

関

成

う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
の
五
中
「
二
十
一
万

別
表
第
一
を
次
の
よ
う
に
改

現
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十

山
口
県
規
則
第
百
五
十
二
号

現
業
職
員
の
給
与
に
関

現
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る

五
千
三
百
円
」
を
「
二
十
一
万
四

め
る
。

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

七
日

山
口

す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

規
則
（
昭
和
三
十
二
年
山
口
県
規

千
六
百
円
」
に
改
め
る
。

こ
こ
に
公
布
す
る
。

県
知
事

二

井

関

成

則則
第
七
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の

二

よ



平成

別

年 月 日 火曜日

山
県

の
一第

山 口 県

最受
（
そ

３
県

す
る

報

別表第一（
施

１（
最

２

（号 外 ）

（第４条関係）

表
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日

口
県
規
則
第
百
五
十
三
号

県
立
大
学
に
勤
務
す
る
現
業
職

立
大
学
に
勤
務
す
る
現
業
職
員
の

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

十
条
の
二
中
「
二
十
一
万
五
千
三

高
の
号
給
を
超
え
る
給
料
月
額
を

け
る
期
間
に
通
算
さ
れ
る
こ
と
と

の
他
）

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ

立
大
学
に
勤
務
す
る
現
業
職
員
の

。
附

則

行
期
日
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
一
月

高
号
給
を
超
え
る
給
料
月
額
の
切

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下

現業職給料表

山
口
県
知

員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一

給
与
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三

百
円
」
を
「
二
十
一
万
四
千
六

受
け
て
い
た
職
員
の
施
行
日
に

な
る
期
間
は
、
別
に
定
め
る
。

の
規
則
の
施
行
に
つ
い
て
必
要

給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を

一
日
か
ら
施
行
す
る
。

替
え
等
）

「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日

事

二

井

関

成

部
を
改
正
す
る
規
則

十
七
年
山
口
県
規
則
第
九
号
）

百
円
」
に
改
め
る
。

お
け
る
給
料
月
額
及
び
こ
れ
を

な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。

改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

に
お
い
て
職
務
の
級
に
お
け
る

三



平

布
す

成 年 月 日 火曜日

る
。こ教

山 口

山
山

山

県 報

別表第（
施

１（
そ

２

（号 外 ）

一（第４条関係）

る
。 附

則

の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行

教

育

委

育
委
員
会
が
任
命
す
る
現
業
職
員

口
県
部
落
問
題
対
策
審
議
会
規
則

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日

口
県
規
則
第
百
五
十
四
号

山
口
県
部
落
問
題
対
策
審
議
会

口
県
部
落
問
題
対
策
審
議
会
規

附

則

行
期
日
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
一
月

の
他
）

こ
の
規
則
の
施
行
に
つ
い
て
必
要

現業職給料表

す
る
。

員

会

の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部

を
廃
止
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

山
口
県
知

規
則
を
廃
止
す
る
規
則

則
（
昭
和
二
十
九
年
山
口
県
規
則

一
日
か
ら
施
行
す
る
。

な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。

を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

事

二

井

関

成

第
七
十
七
号
）
は
、
廃
止
す

規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の

第
九
条
の
三
中
「
二
十
一
万

別
表
第
一
を
次
の
よ
う
に
改

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十

山
口
県
教
育
委
員
会
規
則
第

教
育
委
員
会
が
任
命
す

教
育
委
員
会
が
任
命
す
る
現

よ
う
に
改
正
す
る
。

五
千
三
百
円
」
を
「
二
十
一
万
四

め
る
。

七
日二

十
八
号

る
現
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規

業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
（

千
六
百
円
」
に
改
め
る
。

山
口
県
教
育
委
員
会

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

昭
和
三
十
二
年
山
口
県
教
育
委
員

四

会

教

育

委

員

会



平成

別
六
、

年 月 日 火曜日

給
山

給
の
よ

山 口 県

最受
（
そ

３

報

別表第一（
施

１（
最

２

（号 外 ）

（第４条関係）

表
第
一
静
和
荘
の
項
及
び
精
神
保

七
〇
〇
円
」
に
改
め
る
。

料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則
の
一

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日

口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二

給
料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則

料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則
（
昭

う
に
改
正
す
る
。

高
の
号
給
を
超
え
る
給
料
月
額
を

け
る
期
間
に
通
算
さ
れ
る
こ
と
と

の
他
）

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ

人

事

委

附

則

行
期
日
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
一
月

高
号
給
を
超
え
る
給
料
月
額
の
切

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下

現業職給料表

健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
項
中
「
三

部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に山

十
九
号

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

和
三
十
四
年
山
口
県
人
事
委
員

受
け
て
い
た
職
員
の
施
行
日
に

な
る
期
間
は
、
別
に
定
め
る
。

の
規
則
の
施
行
に
つ
い
て
必
要

員

会

一
日
か
ら
施
行
す
る
。

替
え
等
）

「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日

〇
七
、
六
〇
〇
円
」
を
「
三
〇

公
布
す
る
。

口
県
人
事
委
員
会

会
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次

お
け
る
給
料
月
額
及
び
こ
れ
を

な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。

に
お
い
て
職
務
の
級
に
お
け
る

十

級

一
三
、
五
〇
〇

六

級

一
〇
、
八
〇
〇

七

級

一
一
、
二
〇
〇

八

級

一
一
、
八
〇
〇

九

級

一
二
、
八
〇
〇

一

級

五
、
一
〇
〇
円

二

級

六
、
五
〇
〇
円

三

級

八
、
五
〇
〇
円

四

級

九
、
七
〇
〇
円

五

級

一
〇
、
二
〇
〇

別
表
第
二
を
次
の
よ
う
に
改

別
表
第
二

調
整
基
本
額
表

一

行
政
職
給
料
表

職
務
の
級

調

円 円円円円 （
一
号
給
に
あ
つ
て
は
、
八
、
二
七

円
め
る
。

整

基

五

一
円
）

本

額

人

事

委

員

会



平成 年 月 日 火曜日

三

山 口 県 報 （号 外 ）

二

海
事
職
給
料
表

職
務
の
級

調

一

級

六
、
九
〇
〇
円

二

級

八
、
五
〇
〇
円

三

級

一
一
、
一
〇
〇
円

六

級

一
一
、
九
〇
〇
円

七

級

一
二
、
二
〇
〇
円

八

級

一
二
、
七
〇
〇
円

九

級

一
三
、
二
〇
〇
円

十

級

一
三
、
九
〇
〇
円

二

級

九
、
〇
〇
〇
円
（
二

円
、
四
号
給
に
あ
つ

三

級

九
、
八
〇
〇
円
（
二

円
、
四
号
給
に
あ
つ

四

級

一
〇
、
六
〇
〇
円

五

級

一
一
、
二
〇
〇
円

十
一
級

一
五
、
四
〇
〇
円

公
安
職
給
料
表

職
務
の
級

調

一

級

八
、
一
〇
〇
円
（
二

円
、
四
号
給
に
あ
つ

整

基

号
給
に
あ
つ
て
は
七
、
七
一
七
円
、
三

て
は
八
、
四
五
一
円
、
五
号
給
に
あ
つ

号
給
に
あ
つ
て
は
八
、
九
〇
五
円
、
三

て
は
九
、
六
三
〇
円
）

（
一
号
給
に
あ
つ
て
は
、
一
〇
、
三
六
三

整

基

号
給
に
あ
つ
て
は
七
、
〇
二
九
円
、
三

て
は
七
、
六
四
五
円
、
五
号
給
に
あ
つ

本

額

号
給
に
あ
つ
て
は
八
、
〇
四
一

て
は
八
、
八
九
六
円
）

号
給
に
あ
つ
て
は
九
、
二
六
五

円
） 本

額

号
給
に
あ
つ
て
は
七
、
三
二
六

て
は
七
、
九
五
六
円
）

六

医
療
職
給
料
表

一

級

一
一
、
一
〇
〇

〇
二
九
円
）

二

級

一
三
、
八
〇
〇

三

級

一
五
、
四
〇
〇

四

級

一
六
、
五
〇
〇

三

級

一
一
、
五
〇
〇

四

級

一
二
、
四
〇
〇

五

級

一
五
、
六
〇
〇

五

医
療
職
給
料
表

職
務
の
級

調

職
務
の
級

調

一

級

八
、
〇
〇
〇
円

円
、
四
号
給
に

に
あ
つ
て
は
七

七
、
八
六
六
円

二

級

九
、
六
〇
〇
円

円
、
四
号
給
に

四

級

一
二
、
八
〇
〇

五

級

一
三
、
五
〇
〇

六

級

一
五
、
〇
〇
〇

四

研
究
職
給
料
表

円
（
二
号
給
に
あ
つ
て
は
一
〇
、
五

円
（
一
号
給
に
あ
つ
て
は
、
一
三
、

円円 円
（
一
号
給
に
あ
つ
て
は
、
一
一
、

円円
（
一
号
給
に
あ
つ
て
は
、
一
五
、

整

基

整

基

（
二
号
給
に
あ
つ
て
は
六
、
〇
三
四

あ
つ
て
は
六
、
四
五
七
円
、
五
号
給

、
〇
七
八
円
、
七
号
給
に
あ
つ
て
は

）（
二
号
給
に
あ
つ
て
は
八
、
二
三
五

あ
つ
て
は
九
、
〇
七
六
円
、
五
号
給

円円円

八
四
円
、
三
号
給
に
あ
つ
て
は
一
一
、

二
七
〇
円
）

四
四
三
円
）

二
六
八
円
）本

額

本

額

円
、
三
号
給
に
あ
つ
て
は
六
、
二
三
二

に
あ
つ
て
は
六
、
七
四
一
円
、
六
号
給

七
、
四
六
一
円
、
八
号
給
に
あ
つ
て
は

円
、
三
号
給
に
あ
つ
て
は
八
、
六
七
一

に
あ
つ
て
は
九
、
四
八
六
円
）

六



平成 年 月 日 火曜日 山 口 県

七

報 （号 外 ）

六

級

一
二
、
四
〇
〇
円

二

級

九
、
九
〇
〇
円
（
二

円
、
四
号
給
に
あ
つ

に
あ
つ
て
は
九
、
三

三

級

一
〇
、
二
〇
〇
円

四

級

一
〇
、
六
〇
〇
円

五

級

一
一
、
〇
〇
〇
円

備
考

こ
の
表
は
、
学
校
職
員
に

医
療
職
給
料
表

職
務
の
級

調

一

級

八
、
〇
〇
〇
円
（
二

円
、
四
号
給
に
あ
つ

に
あ
つ
て
は
七
、
九

円
）

四

級

一
〇
、
二
〇
〇
円

五

級

一
一
、
一
〇
〇
円

六

級

一
一
、
九
〇
〇
円

七

級

一
三
、
〇
〇
〇
円

職
務
の
級

調

一

級

六
、
一
〇
〇
円

二

級

八
、
〇
〇
〇
円
（
二

三

級

九
、
六
〇
〇
円
（
一

号
給
に
あ
つ
て
は
八
、
〇
二
三
円
、
三

て
は
八
、
八
二
〇
円
、
五
号
給
に
あ
つ

三
七
円
、
七
号
給
に
あ
つ
て
は
九
、
六

（
一
号
給
に
あ
つ
て
は
九
、
九
〇
九
円
）

つ
い
て
は
、
医
療
職
給
料
表
と
読
み
替

整

基

号
給
に
あ
つ
て
は
六
、
八
一
七
円
、
三

て
は
七
、
三
三
〇
円
、
五
号
給
に
あ
つ

七
四
円
）

整

基

号
給
に
あ
つ
て
は
、
七
、
九
二
四
円
）

号
給
に
あ
つ
て
は
九
、
二
一
一
円
、
二

号
給
に
あ
つ
て
は
八
、
四
〇
一

て
は
九
、
〇
七
二
円
、
六
号
給

〇
三
円
）

え
て
適
用
す
る
。

本

額

号
給
に
あ
つ
て
は
七
、
〇
六
九

て
は
七
、
六
〇
九
円
、
六
号
給

本

額

号
給
に
あ
つ
て
は
九
、
五
三
一

つ
て
は
、
一
二

四

級

一
四
、
〇
〇
〇

一

級

に
あ
つ
て
は
七

八
、
七
一
六
円

二

級

一
一
、
六
〇
〇

三
円
、
四
号
給

給
に
あ
つ
て
は

て
は
一
〇
、
八

三

級

一
二
、
七
〇
〇

四
八
二
円
）

五

級

一
六
、
一
〇
〇

九

教
育
職
給
料
表

職
務
の
級

調

九
、
三
〇
〇
円

円
、
四
号
給
に

一

級

円
、
四
号
給
に

に
あ
つ
て
は
八

二

級

一
一
、
〇
〇
〇

〇
円
、
四
号
給

号
給
に
あ
つ
て

三

級

一
二
、
六
〇
〇

九
一
六
円
、
三

四

級

一
三
、
五
〇
〇

七

級

一
三
、
三
〇
〇

八

教
育
職
給
料
表

職
務
の
級

調

九
、
四
〇
〇
円

、
九
〇
〇
円
）

円 、
九
六
九
円
、
七
号
給
に
あ
つ
て
は

、
九
号
給
に
あ
つ
て
は
九
、
〇
一
三

円
（
二
号
給
に
あ
つ
て
は
八
、
五
七

に
あ
つ
て
は
九
、
一
九
三
円
、
五
号

九
、
八
八
二
円
、
七
号
給
に
あ
つ
て

九
〇
円
、
九
号
給
に
あ
つ
て
は
一
一

円
（
学
校
職
員
給
与
条
例
別
表
第
三

円

整

基

（
二
号
給
に
あ
つ
て
は
六
、
六
一
五

あ
つ
て
は
七
、
二
一
三
円
、
五
号
給

あ
つ
て
は
八
、
〇
一
九
円
、
五
号
給

、
八
五
一
円
、
七
号
給
に
あ
つ
て
は

円
（
二
号
給
に
あ
つ
て
は
九
、
〇
九

に
あ
つ
て
は
九
、
八
九
一
円
、
五
号

は
一
〇
、
七
四
一
円
）

円
（
一
号
給
に
あ
つ
て
は
一
一
、
三

号
給
に
あ
つ
て
は
一
二
、
四
八
七
円

円
（
一
号
給
に
あ
つ
て
は
一
二
、
八

円

整

基

（
二
号
給
に
あ
つ
て
は
七
、
二
一
三

七

八
、
四
一
九
円
、
八
号
給
に
あ
つ
て
は

円
）

二
円
、
三
号
給
に
あ
つ
て
は
八
、
八
八

給
に
あ
つ
て
は
九
、
五
二
六
円
、
六
号

は
一
〇
、
三
七
二
円
、
八
号
給
に
あ
つ

、
四
一
二
円
）

ロ
の
備
考

に
定
め
る
学
校
職
員
に
あ

本

額

円
、
三
号
給
に
あ
つ
て
は
六
、
八
八
九

に
あ
つ
て
は
七
、
五
六
九
円
、
六
号
給

に
あ
つ
て
は
八
、
五
〇
五
円
、
六
号
給

九
、
一
七
五
円
）

九
円
、
三
号
給
に
あ
つ
て
は
九
、
四
九

給
に
あ
つ
て
は
一
〇
、
三
一
八
円
、
六

三
五
円
、
二
号
給
に
あ
つ
て
は
一
一
、

）一
六
円
、
二
号
給
に
あ
つ
て
は
一
三
、

本

額

円
、
三
号
給
に
あ
つ
て
は
七
、
五
六
九



平成 年 月 日 火曜日

山
初

を
次別

山 口

こ初

県 報 （号 外 ）

十口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三

初
任
給
調
整
手
当
に
関
す
る
規

任
給
調
整
手
当
に
関
す
る
規
則

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

表
の
備
考
以
外
の
部
分
を
次
の
よ

四

級

一
三
、
六
〇
〇
円

附

則

の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
一
月
一

任
給
調
整
手
当
に
関
す
る
規
則
の

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日

二

級

一
円
、
四
号
給
に
あ

給
に
あ
つ
て
は
八
、

は
九
、
五
二
六
円
、

七
二
円
、
十
一
号
給

二
円
）

三

級

一
二
、
二
〇
〇
円

つ
て
は
、
一
二
、
五

定
め
る
学
校
職
員
に

教
育
職
給
料
表

職
務
の
級

調

一

級

八
、
四
〇
〇
円
（
二

円
、
四
号
給
に
あ
つ

に
あ
つ
て
は
七
、
九

一
一
、
五
〇
〇
円

山

十
号則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
昭
和
三
十
六
年
山
口
県
人
事
委

う
に
改
め
る
。

日
か
ら
施
行
す
る
。

一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

つ
て
は
八
、
〇
八
二
円
、
五
号
給
に
あ

八
八
三
円
、
七
号
給
に
あ
つ
て
は
九
、

九
号
給
に
あ
つ
て
は
九
、
八
八
二
円
、

に
あ
つ
て
は
一
〇
、
八
九
〇
円
、
十
二

（
学
校
職
員
給
与
条
例
別
表
第
三
ハ
の
備

〇
〇
円
）
（
一
号
給
に
あ
つ
て
は
、
一

あ
つ
て
は
、
一
二
、
四
七
四
円
）
）

整

基

号
給
に
あ
つ
て
は
六
、
六
一
五
円
、
三

て
は
七
、
二
一
三
円
、
五
号
給
に
あ
つ

六
九
円
）

（
二
号
給
に
あ
つ
て
は
七
、
三
〇
八
円
、口

県
人
事
委
員
会

員
会
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部

に
公
布
す
る
。

つ
て
は
八
、
五
七
二
円
、
六
号

一
九
三
円
、
八
号
給
に
あ
つ
て

十
号
給
に
あ
つ
て
は
一
〇
、
三

号
給
に
あ
つ
て
は
一
一
、
四
一

考

に
定
め
る
学
校
職
員
に
あ

二
、
一
一
四
円
（
同
備
考

に

本

額

号
給
に
あ
つ
て
は
六
、
八
八
九

て
は
七
、
五
六
九
円
、
六
号
給

三
号
給
に
あ
つ
て
は
七
、
六
八

八



平成 年 月 日 火曜日 山 口 県 報 （号 外 ）

九



平
成
十

平
成
十

平成 年 月 日 火曜日

こ期

山 口

第三

県 報

山
特

次
の第三

（号 外 ）

こ特七
年
十
二
月
二
十
七
日
印
刷

七
年
十
二
月
二
十
七
日
発
行

る
。附

則

の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
一
月
一

末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日

第
百
四
号
）
の
施
行
の
日
に
お
け

規
定
に
よ
る
も
の
と
し
た
場
合
の

五
条
第
三
項
に
次
の
一
号
を
加
え

職
員
給
与
条
例
第
十
二
条
の
三

年
四
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
三

あ
る
の
は
、
「
係
る
給
料
及
び
扶

一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後

口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三

特
地
勤
務
手
当
等
に
関
す
る
規

地
勤
務
手
当
等
に
関
す
る
規
則

よ
う
に
改
正
す
る
。

四
条
第
三
項
に
次
の
一
号
を
加
え

前
項
各
号
に
定
め
る
日
が
平
成

る
職
員

同
項
中
「
に
受
け
て
い

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る

附

則

の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
一
月
一

地
勤
務
手
当
等
に
関
す
る
規
則
の

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日

発
行
所

山

口

発
行
人

山
口
県

日
か
ら
施
行
す
る
。

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則山

る
同
条
例
第
一
条
の
規
定
に
よ

」
と
す
る
。

る
。

第
一
項
に
規
定
す
る
異
動
又
は

十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
職
員

養
手
当
に
つ
い
て
一
般
職
の
職

七
年
山
口
県
条
例
第
百
四
号
）

の
職
員
給
与
条
例
の
規
定
に
よ
る

十
一
号

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
昭
和
四
十
六
年
山
口
県
人
事
委

る
。

十
七
年
四
月
一
日
か
ら
同
年
十

た
」
と
あ
る
の
は
、
「
に
係
る

条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条

日
か
ら
施
行
す
る
。

一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ山

県

庁

定
価
一
箇
月

金

知
事

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

口
県
人
事
委
員
会

る
改
正
後
の
職
員
給
与
条
例
の

公
署
の
移
転
の
日
が
平
成
十
七

前
項
中
「
受
け
て
い
た
」
と

員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の

の
施
行
の
日
に
お
け
る
同
条
例

も
の
と
し
た
場
合
の
」
と
す

員
会
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を

二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ

給
料
及
び
扶
養
手
当
に
つ
い
て

例
（
平
成
十
七
年
山
口
県
条
例

に
公
布
す
る
。

口
県
人
事
委
員
会

二
千
七
百
円
（
送
料
共
）

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か

山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

第
十
四
条
第
一
号
中
「
百
分

分
の
百
九
十
」
に
改
め
、
同
条

十
」
を
「
百
分
の
百
」
に
改
め

ら
施
行
し
、
平
成
十
七
年
十
二
月

三
十
二
号

当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
山

。の
百
四
十
」
を
「
百
分
の
百
五
十

第
二
号
中
「
百
分
の
七
十
」
を

る
。

一
日
か
ら
適
用
す
る
。

す
る
規
則

口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
九
号
）

」
に
、
「
百
分
の
百
八
十
」
を
「

「
百
分
の
八
十
」
に
、
「
百
分
の

一
〇

の百九


